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 2017年度 特許判例セミナー 

判 例 研 究 会 （ 特 許 ） 
特許侵害事件、裁判結果 

特許判例研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込締切】セミナー初回開催日の３営業日前までとさせていただきます。 

【申込方法】 ＦＡＸまたはｅメールでお受けいたします。FAX：03(5512)7810 ﾒｰﾙ: chizai-semi@jpds.co.jp 

（受講票をメールまたはＦＡＸにてお送り致します。５営業日以内に届かない節はご一報ください。） 

【キャンセル】セミナー開催日前１０日以降にキャンセルされた場合には、受講料を請求させて頂きます。 

但し、講師の都合などで急遽開催が見送られた場合には受領済みの受講料を返却させて頂きます。 

 

 

「判例研究会（特許）」申込書 

日本パテントデータサービス株式会社 知財研修部 行 （ＦＡＸ： ０３－５５１２－７８１０） 

会社名  部課名  

住 所 〒 

TEL  FAX  

受講者氏名  所属  知財経験 □有(  年)□無 

E-mail  

受講者氏名  所属  知財経験 □有(  年)□無 

E-mail  

支払方法 □単独請求書・銀行振込 □当日現金 □合算請求(お取引ｺｰﾄﾞ:         ) 

備考：  
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ヤマダ電機

＊ ＪＲ山の手線 新橋駅下車 烏森口より 徒歩６分
＊ 地下鉄銀座線 新橋駅下車 烏森口より 徒歩６分
＊ 〃 虎ノ門駅下車 １番出口より徒歩７分
＊ 都営三田線 内幸町駅下車 Ａ３出口より徒歩２分
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日本パテントデータサービス株式会社
－オフィスは6階です。お問合せ先:03-3580-8021－
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講 師：倉永 宏 

   日本ﾊﾟﾃﾝﾄﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱ 知財研修部 部長 

    元 NTT知的財産センタ所長 

場 所：日本パテントデータサービス㈱ ｾﾐﾅｰ室 

東京都港区西新橋２－８－６ 

 住友不動産日比谷ビル６Ｆ 

TEL:03(3580)8021 FAX:03(5512)7810 

時 間：全５回コース（各回共  15:00～17:00） 

受講料：30,000円（税別） 

定 員：16名（先着順申し込み） 

日 程：1回目： 5月 19日（金） 

    2回目： 7月 20日（木） 

    3回目： 10月 19日（木） 

4回目： 12月 21日（木） 

    5回目： 2018年 2月 22日（木） 

 

 

お申込日  年  月  日 

A99  

特 別 講 座 

特許に関する訴訟判決は知財実務に影響する場合も多く、知財担当者にとって絶えず情報収集す
ることが重要です。しかし、業務に追われていて、判例を読む時間がない、読んでも良く理解でき
ないという方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、特許に関する過去の有名な判決、最
近の判決を取り上げ、判例の紹介後、実務への影響等を討論により深めていきます。本セミナーは
参加型の研究会方式で年５回行います。初回は、講師が過去の判例を紹介しますが、２回目以降は、
参加メンバーの方に判例をご紹介頂きます。取り上げたい判例があれば、初回にご提案下さい。（特
に技術分野を問いません。） 
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東 京 
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【セミナースケジュール】 判例研究会（特許） 

第１回 
  １５：００ 

 

判例の紹介（倉永講師） 

・ 判例の概要「インクカートリッジ事件」（インクカートリッジのリサイ

クル品の侵害について、権利消尽が争われた事件。） 

・ 実務上の留意事項及び議論のポイント紹介 

１６：００ 

 

質疑・応答及び議論 

 

 

  １７：００ 終了 

 

第２回 
  １５：００ 

 

判例の紹介（参加者から講師選出） 

・ 判例の概要 

・ 実務上の留意事項及び議論のポイント紹介 

１６：００ 

 

質疑・応答及び議論 

 

 

  １７：００ 終了 

 

※第３回以降も同じスケジュールです。 

 

【備考】 

・ 第２回以降に取り上げる上げる判例、及び判例紹介の担当者は、第１回に決定します。取り上げ

たい判例があれば、第１回の研究会の時にご提案下さい。 

・ セミナーご参加の方で事前にご質問や特に説明をお聞きになりたい内容がございましたらお申出

下さい。可能な限りお答えさせていただきます。 

 


